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令
和
元
年
八
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
岡
田
克
也
君
提
出
韓
国
に
対
す
る
輸
出
規
制
措
置
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
岡
田
克
也
君
提
出
韓
国
に
対
す
る
輸
出
規
制
措
置
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

大
韓
民
国
（
以
下
「
韓
国
」
と
い
う
。
）
の
安
全
保
障
に
係
る
輸
出
管
理
（
以
下
単
に
「
輸
出
管
理
」
と
い
う
。
）
の
制

度
に
は
不
十
分
な
点
が
あ
り
、
一
方
で
、
約
三
年
間
に
わ
た
り
日
韓
の
輸
出
管
理
当
局
間
の
協
議
が
行
わ
れ
ず
、
韓
国
が
当

該
不
十
分
な
点
の
改
善
を
進
め
て
い
る
と
の
確
認
が
取
れ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
今
回
、
輸
出
管
理

の
適
切
な
執
行
の
観
点
か
ら
そ
の
運
用
を
見
直
す
こ
と
と
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
韓
国
に
お
い
て
、
日
韓
国
交
正
常
化
の
基
礎
と
な
っ
た
協
定
へ
の
違
反
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事

実
で
あ
る
が
、
今
回
の
措
置
は
、
旧
朝
鮮
半
島
出
身
労
働
者
問
題
に
係
る
「
対
抗
措
置
」
で
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
不
適
切
な
事
案
」
に
つ
い
て
は
、
個
別
企
業
の
取
引
に
関
す
る
内
容
で
あ
り
、
ま
た
、
安
全
保
障
に
関
わ
る

取
引
の
情
報
が
関
係
行
政
機
関
以
外
の
第
三
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
輸
出
管
理
の
執
行
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ

る
た
め
、
回
答
は
差
し
控
え
る
。

三
に
つ
い
て

一



輸
出
管
理
の
具
体
的
な
制
度
の
整
備
や
運
用
は
、
国
際
的
枠
組
み
の
下
で
各
国
が
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
行
う
も
の
で
あ

り
、
他
国
政
府
に
対
し
て
、
そ
の
見
直
し
を
行
う
前
に
要
求
や
警
告
を
行
う
必
要
は
な
く
、
韓
国
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま
で

も
そ
の
輸
出
管
理
の
制
度
の
不
十
分
な
点
の
改
善
を
促
し
て
き
て
は
い
る
が
、
今
回
、
特
段
の
要
求
や
警
告
は
行
っ
て
い
な

い
。

四
に
つ
い
て

現
時
点
で
、
日
本
企
業
又
は
日
本
経
済
へ
の
悪
影
響
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
輸
出
管
理
の
執
行
に
当
た
り
、
国
際
的
な

平
和
及
び
安
全
の
維
持
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
適
切
に
許
可
を

行
っ
て
い
く
。

二


